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Ⅰ はじめに 

  

 本町議会では、平成 26年 3月に行財政・議会活性化調査特別委員会を設置し、

議会活性化に取り組んでいる。 

 平成 28年 2月に行財政・議会活性化調査特別委員会として、中間報告を行っ

たところであり、それ以降の取組みについて報告するものである。 

 

 

Ⅱ 議会活性化への取組み 

 

１ 議会報告会について 

   議会の立場から町民への町政に関する情報提供に努めるとともに、議会に対

する町民の声を直接かつ広く聴取することにより、議会の監視機能及び政策提

言機能に資することを趣旨として、3班編成で開催した。 

   報告会の状況については下記のとおりである。 

 

 

○平成２８年 議会報告会開催結果 

① 参加者状況 

開 催 日 開 催 会 場 開催時間 参加者数 担当 

10月 2４日 月 

本小牛田コミュニティセンター 19：00～20：20 7人 1班 

二郷第１住宅集会所 19：00～20：40 13人 2班 

北浦コミュニティセンター 19：00～20：40 18人 3班 

10月 2６日 水 

中埣１区町区公会堂 19：00～20：25 16人 1班 

青生コミュニティセンター 19：00～20：35 13人 2班 

有隣館 19：00～20：40 15人 3班 

10月 2７日 木 

練牛生活改善センター 19：00～20：03 4人 1班 

山の神団地集会所 19：00～20：40 29人 2班 

駅東地域交流センター 19：00～20：50 １0人 3班 

10月２８日 金 

大口団地集会所 19：00～20：24 5人 1班 

鳥谷坂集会所 19：00～20：40 15人 2班 

志賀町住宅集会所 19：00～20：30 9人 3班 

参 加 者 数 合 計 154人  

平 均 参 加 者 数 12.8人  

 

 



 

 - 2 -

② 実施班構成 ◎は班長 

班 議 員 氏 名 

１班 ◎櫻井功紀   福田淑子    大橋昭太郎 鈴木宏通  前原宏 

２班 ◎山岸三男    千葉一男  吉田二郎    平吹俊雄 

３班 ◎柳田政喜   藤田洋一    我妻薫     橋本四郎   佐野善弘     

 

③ 質問、意見・要望事項件数 

項    目 質 問 、 意 見 ・ 要 望 の あ っ た 件 数 

議会に対するもの 60 

 質 問 事 項 41 

意見・要望事項 19 

執行部に対するもの 49 

 質 問 事 項 0 

意見・要望事項 49 

合   計 109 

 

④ 次年度への提案 

(1) 引き続き懇談会方式で実施する。 

(2) 町民の声を直接かつ広く聴取し、取りまとめにあたってはそれらを集約

して全議員の共有化を図ることに重点を置くものとする。 

 

 

 

２ 取組項目及び取組方法について 

 

      取り組むべき項目については、2つの分科会に分けて調査することとした。 

第 2分科会での取組項目とした No.3議員経費の検討の①議員定数及び②議

員報酬については、協議において結論に至らなかったため本特別委員会全体で

取り組むこととした。 

（内容 平成 28年 2月 18日中間報告書提出済み） 

 

 

平成 28年 6月 27日の本特別委員会において、参考人として町内 7団体の代

表者から、議員定数と議員報酬について意見聴取を行った。 

平成 28年 10月 4日の本特別委員会において、委員長の活動負荷に係る手当
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相当分の議員報酬への上乗せについて、新たな検討課題として第 2分科会への

付託事項とした。 

 

 

 

3 確認事項について 

 特別委員会全体での検討項目とした「No.3議員経費の検討の①議員定数、

②議員報酬」について、第１分科会から検討項目「No.1自ら運営できる議会

の②事務局体制の強化及び No.2の議会基本条例の検討」について、第 2分科

会から検討項目「No.3議員経費の検討の③議員期末手当、④議員費用弁償、

⑤政務活動費」について報告を受け、特別委員会で審議し下記のとおり確認決

定した。 

 

 確認決定事項 

①   議員定数については、現定数 16人の現状維持とする。 
②   議員報酬については、現在の 3区分（議長、副議長、議員）に係る報
酬額については現状維持とするが、常任委員会委員長及び議会運営委員

会委員長の報酬の区分を新たに加え、月額をそれぞれ 23万 3千円とし、

次期改選後から適用する。  

③    事務局体制の強化については、定員適正化計画での議会事務局職員は
3名であるが、1名増員することを要望する。 

④  議会基本条例については、制定することとし、施行期日を平成 29年 4

月 1日とする。 

No. 項 目 分科会 備 考 

１ 自ら運営できる議会 

１ 
※通年議会は平成 28

年 4月から導入 
①  通年議会  
②  事務局体制の強化  

２ 
議会基本条例の検討 １  

３ 議員経費の検討 

２  

①  議員定数  
②  議員報酬  
③  議員期末手当  
④  議員費用弁償  
⑤  政務活動費  
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  ⑤  議員期末手当については、加算支給についての必要性は認めるが、第

3次財政健全化計画を鑑み、現時点での支給は難しい。  

⑥  議員費用弁償については、「美里町特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例」と整合性を図り、日額 1,000円とし、次

期改選後から適用する。 

⑦  政務活動費については、議員活動において調査研究、資料購入や作成、

広報広聴等に活用し、町政に反映させる活動に資するために必要な経費

の一部であるが、導入するには経費の使途基準を精査し、町民の理解を

得る必要があることから、現時点では時期尚早である。 

   

 

 

４ 行財政・議会活性化調査特別委員会研修会の実施 

平成 28年 6月 2日、元全国都道府県議会議長会 議事調査部長の野村稔氏

を講師に迎え、「議員の定数と報酬について」と題して、参考人として意見

聴取をした町内 7団体の代表者と一緒に研修を行った。 

 

 

 

５ 美里町議会 行財政・議会活性化調査特別委員会名簿 

 

委  員  長 平 吹 俊 雄 

副 委 員 長 我 妻   薫 

 

 第 1分科会 第 2分科会 

分 科 会 委 員 長 大 橋 昭太郎 吉 田 二 郎 

分科会副委員長 鈴 木 宏 通 前 原  宏 

委     員 

千 葉 一 男 福 田 淑 子 

柳 田 政 喜 藤 田 洋 一 

櫻 井 功 紀 我 妻   薫（重複） 

橋 本 四 郎 山 岸 三 男 

佐 野 善 弘  

 

 

 

 

 

 



 

 - 5 -

６ 審査経過 

(1) 特別委員会開催年月日 

第 13回 平成 28年 3月 28日 

第 14回 平成 28年 6月 27日 参考人による意見公述 

第 15回 平成 28年 8月 23日 

第 16回 平成 28年 10月 4日 

第 17回 平成 28年 12月 26日 

第 18回 平成 29年 2月 20日 中間報告 

 

 

(2) 分科会開催年月日 

 第 1分科会 第 2分科会 

第 16回 平成 28年 3月 28日 平成 28年 2月 10日 (報告済み) 

第 17回 平成 28年 4月 19日 平成 28年 3月 28日 

第 18回 平成 28年 6月 3日 平成 28年 5月 9日 

第 19回 平成 28年 8月 8日 平成 28年 5月 26日 

第 20回 平成 28年 11月 10日 平成 28年 6月 20日 

第 21回 平成 29年 1月 13日 平成 28年 7月 22日 

第 22回 平成 29年 1月 30日 平成 28年 8月 5日 

第 23回 平成 29年 2月 10日 平成 28年 8月 24日 

第 24回  平成 28年 9月 1日 

第 25回  平成 28年 10月 18日 

第 26回  平成 28年 10月 26日 

第 27回  平成 28年 11月 9日 

第 28回  平成 28年 11月 25日 

第 29回  平成 28年 12月 19日 

  

 

 


